
れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。
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④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。
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減量推進・適正処理促進の対象となる建築物２

対象となる建築物の所有者又は管理者の義務３

れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
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※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してください。
委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル　
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　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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メンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。
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　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してください。
委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル　

が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。

れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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メンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 
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を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
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対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
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④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
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れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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⑤その他、市長が特に必要と認める建物。
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ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。
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委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル　

が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
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●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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メンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
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を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
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事業者の責務1

れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。
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し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
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⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。
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れけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃のてべすたじ生い伴に動活業事のそ、は者業事 ①
ばなりません。

量減をれこりよに等とこるす進促を用利生再び及用使再、し制抑を生発の物棄廃系業事、は者業事 ②
しなければなりません。

な正適、に合場たっなと物棄廃が等器容・品商のそ、てし際に等売販・工加・造製の物、は者業事 ③
処理ができるようにしなければなりません。

。んせまりなばれけなめ努うよるじ講を置措な要必の他のそ、し収回ら自合場たっなと物棄廃、たま 
し力協に策施の市本、し関に持保潔清の境環活生にび並理処正適び及進推量減の物棄廃、は者業事 ④

なければなりません。

　「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、ごみの減
量推進と適正処理を進めるために、事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
　特に、事業者については自らの責任と負担において、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と
再資源化の促進及び適正処理が厳しく求められています。

※適正な処理とは
●事業系一般廃棄物の場合、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してくださ
い。  委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付しなければなりません。
●テナントビルの場合、「一般廃棄物」については排出事業者責任を明確にしたうえで、ビル
　ンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント
が排出事業者として産業廃棄物処理業者と個々に契約しなければなりません。
●古紙・金属くず・空きびん・古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う
再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分
を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託
契約書の作成は必要です。
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メンテナンス会社等による一括契約が可能ですが、「産業廃棄物」については、各テナント

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
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ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）

を」者任責理管物棄廃「るきで理管に的体全を物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ②
１名選任し、大阪市長に届け出なければなりません。この場合、廃棄物の管理上、建築物ごとに「廃
棄物管理責任者」を選任し、届け出る必要があります。

対象となる建物は、次のいずれかに該当するものです。
①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（通称「ビル管理法」）第２条に規定する特定建築物。
　 《対象となる建築物》事務所・店舗・劇場・百貨店・図書館・美術館・博物館・旅館・ホテル・ 

④「大規模小売店舗立地法」（通称「大店立地法」）第２条第２項に規定する大規模小売店舗。
⑤その他、市長が特に必要と認める建物。

画計の間年１るす関に理処正適び及進推量減の物棄廃るす生発らか物築建該当、は者理管や者有所 ①
を立案し、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」を作成し、大阪市長に提出しなけれ
ばなりません。（提出期限：毎年４月30日）
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　本市では、事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰
受賞済だが除外要件に該当する特定建築物の所有者又は管理者及び、市長表彰をまだ受賞していな
い特定建築物の所有者又は管理者に対しては、立入検査を行い、必要な指導や助言を行います。

立入検査は、次の要領で行います。
①　計画実施状況の確認等に関し、各特定建築物への立入検査を行います。
②　条例及び規則に規定された「立入検査職員証」を携帯した本市職員が行います。
③　廃棄物管理責任者は、あらかじめ計画実施状況や改善状況の点検等を行うとともに必要
　　書類を揃えておいてください。
④　立入検査を行った特定建築物の廃棄物管理責任者には、「立入検査結果通知書」を交付します。

立入検査の実施７

　本市では、事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰
受賞済だが除外要件に該当する特定建築物の所有者又は管理者及び、市長表彰をまだ受賞していな
い特定建築物の所有者又は管理者に対しては、立入検査を行い、必要な指導や助言を行います。

立入検査は、次の要領で行います。
①　計画実施状況の確認等に関し、各特定建築物への立入検査を行います。
②　条例及び規則に規定された「立入検査職員証」を携帯した本市職員が行います。
③　廃棄物管理責任者は、あらかじめ計画実施状況や改善状況の点検等を行うとともに必要
　　書類を揃えておいてください。
④　立入検査を行った特定建築物の廃棄物管理責任者には、「立入検査結果通知書」を交付します。

立入検査の実施７

1010

（条例第35条・指導要綱４）

　本市では、事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰
受賞済で除外要件に該当しない特定建築物の所有者又は管理者からは、報告を徴収します。

報告の徴収は、次の要領で行います。
　①　計画実施状況の確認等に関し、立入検査項目のうち必要項目の報告を求めます。
　②　報告期限までに報告がない場合及び、報告内容に対し指導・助言が必要な場合は、同一年度
　　　内に立入検査を行います。

※除外要件とは
●次の両方が評価されていない場合
　「日常的な産業廃棄物の保管場所であることを掲示（法定掲示板）している」
　「日常的に排出する産業廃棄物について契約書及びマニフェストを作成している」
●立入検査結果で評価点合計が著しく低い場合
●不適切な廃棄物処理を行った場合
●その他、立入検査による指導が必要と市長が認める場合

　占有者（テナント）は、当該建築物から発生する事業系廃棄物の減量推進及び適正処理について、
当該建築物の所有者や管理者に協力しなければなりません。

廃棄物管理責任者の職務４

占有者（テナント）の義務５

報告の徴収の実施６（条例第35条・指導要綱４）

　本市では、事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰
受賞済で除外要件に該当しない特定建築物の所有者又は管理者からは、報告を徴収します。

報告の徴収は、次の要領で行います。
　①　計画実施状況の確認等に関し、立入検査項目のうち必要項目の報告を求めます。
　②　報告期限までに報告がない場合及び、報告内容に対し指導・助言が必要な場合は、同一年度
　　　内に立入検査を行います。

※除外要件とは
●次の両方が評価されていない場合
　「日常的な産業廃棄物の保管場所であることを掲示（法定掲示板）している」
　「日常的に排出する産業廃棄物について契約書及びマニフェストを作成している」
●立入検査結果で評価点合計が著しく低い場合
●不適切な廃棄物処理を行った場合
●その他、立入検査による指導が必要と市長が認める場合

　占有者（テナント）は、当該建築物から発生する事業系廃棄物の減量推進及び適正処理について、
当該建築物の所有者や管理者に協力しなければなりません。

廃棄物管理責任者の職務４

占有者（テナント）の義務５

報告の徴収の実施６
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特定建築物の取組実績８特定建築物の取組実績８
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